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おわりに

はじめに

本稿の目的は, EUにおいて地域経済統合が進展して行く中で生じた抵触法
の質的変化を分析し，我が国への示唆について考察することにある。
とりわけ1997年のアムステルダム条約65条がEUに抵触法を規律する権限

を与えて以来(1),抵触法（本稿では広義の国際私法の意味で用いる）の欧州化が
進展しつつある。21世紀に入り，民商事事件の国際裁判管轄及び判決の承認
執行に関するブリュッセルI規則(2)や婚姻等の国際裁判管轄及び判決の承認執
行に関するブリュッセルIIbis規則(3), また，契約．不法行為の準拠法に関す
るローマI ．Ⅱ規則(4)や離婚及び法定別居．相続及び遺言の国際裁判管轄や準
拠法等に関するローマⅢ。Ⅳ規則(5)等(6)， 次々に抵触法に関する立法がEU法
においてなされているが， これらの抵触法に関する立法を巡っては， 時として，

抵触法の質的な変化が指摘される。すなわち，域内市場の統合を促進する規
整(7)手段の一つとして抵触法が利用されるようになったという指摘である。
EUは，域内市場の統合を目指し， 人・物．サーヴィス．資本の自由移動を
その目標に掲げており，欧州委員会は， その達成のために様々な規整手段を駆

使している。そのような規整手段としては，例えば，公法領域における国家当
局間の協力(8)や各国実質法の調和化， さらに行動規範や自主規制のような代替
的規範(9)が挙げられる。近時は， これらの手段に加え，抵触法的方法や抵触法
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自体が，規整手段の一つとして挙げられるようになっている(10)o

このようなEUの動向は， これまでその解釈論・立法論にヨーロッパの抵触

法を参照して来た我が国の抵触法にも一定の影響を及ぼす。すなわち， 一方で
域内市場の統合という目標をEUと共有しない我が国にとって，今後EU抵触

法を参考とする余地が限定される可能性がある。他方で，抵触法の道具主義的
な利用はEUの文脈のみで論じられているわけではなく，近時では， グローバ

ル化との関係で， グローバル・ガヴァナンスにおいて抵触法が果たすべき役割

が世界的なレヴェルで議論されている。このような議論状況の下， サヴイニー
型抵触法体系に基づき実質法的政策からの抵触法の基本的中立性を唱えて来た

欧州抵触法の動向は，我が国抵触法が今後進むべき方向についても示唆を与え
てくれるように思われる。

このような問題意識の下，本稿では， 欧州抵触法革命とも言われる(ll)EUに
おける抵触法の性質変化につき，以下の2点を中心に分析したい。すなわち，
第一に，抵触法の対象領域の拡大，具体的には公法分野への抵触法的手法の導

入という点， 第二に，抵触法の道具主義的利用(12)という点である。以下， 先
ず，各国規制間の抵触を調整するための抵触法的手法の導入(1), 次に，抵
触法の道具主義的利用（2）について述べた上で，我が国への示唆について考
察する（3）。

上述の2点については, EU内でも未だ見方が分かれているものの，公法的
規制をも対象領域とし， その道具主義的利用が進行しているという点で, EU
抵触法の質的変化と看倣すことが出来る， また，我が国抵触法も， 従来抵触法
が対象として来なかった公法的規制をも含めた調整も視野に入れつつ， グロー
バル・ガヴァナンスにおける規制的権威の適切な調整や各法秩序の権威の保障

等を目指すべきである， というのが本稿の結論である。

l 各国規制間の調整のための抵触法的手法の導入

さて，先ず各国規制間の調整のための抵触法的手法の導入という点について

であるが， 人・物・サーヴィス・資本が域内で国境を越えて移動する場合には，
移動元の構成国と移動先の構成国との規制が抵触する可能性が生じる。それら
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は， 自由流通の際の障害となるため， 調整する必要がある。
この点については，既に、 1979年の段階で欧州司法裁判所が有名なCassisde

Dijon事件において(13) ,相互承認原則を打ち出している。すなわち，構成国は
他の構成国が商品に対して行う規制を， 原則として，相互に承認しなければな
らないという原則である。 とは言え， この原則が主として公的規制を対象とし

ていたこともあり， この段階では、 同原則が抵触法規則かどうかといった議論
は特になされていなかった(14)o このような議論がなされるようになったのは，
90年代末から21世紀初頭にかけて， 欧州司法裁判所が法人の準拠法に影響を
与える設立地重視の先決裁定を下し(15), また欧州委員会が本源国法原則
(countryoforiginprinciple)を採用した規制を行うようになってからである(16)。
以下，相互主義原則と本源国法原則のそれぞれにつき，順に論じる('7)。

（1） 相互承認原則

CassisdeDijon事件では， 一定のアルコール含有量を充たさない飲料の輸入
販売を禁止するドイツの規制が主として問題とされており，本源国法に対する
注目の度合いは高くない(,8)。だが，先決裁定が下された翌年の1980年に公表
された欧州委員会の報告では， 先決裁定の意義につき， 「構成国は， 他の構成
国で合法的に製品販売されている製品の自国領域での販売を禁じることは，仮

令当該製品が自国製品に課されるのとは異なる技術上又は品質上の要件に従っ
て生産されていたとしても， 原則として許されない」 との解釈が示され(19),
これがサーヴィスや資本も対象としたその後の相互承認原則の発展へと繋がっ
た(20)oその基礎にある発想は， とりわけ技術的な規範の調和化には予想以上
に時間がかかるので，域内市場をより急速に構築するため，現行の各国規制に
ついての等価性の推定と結び付いた相互承認原則に依拠しようというものであ
る(21)。このように，相互承認原則の狙いは， ある構成国に所在する事業者が，
他の構成国の国内市場に参入することを容易にすることにある(22)o
同原則は，一定の場合に抵触法の作用に影響を及ぼし得る。すなわち，輸入
された物や提供されたサーヴィスによりある者が輸入国において損害を被り，
製造業者やサーヴィスの提供者に対し民事責任を問うような場合である。その
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際，不法行為の準拠法は通常当該物・サーヴィスの輸入国となるが，事業者が
当該国における規制に従っていないことが過失とされる場合には， もし事業者

が本源国において当該規制と等価性のある規則に従っていれば， 同原則による
例外が事業者により援用され得ることになる(23)。但し， このように|司原則の
下では， 本源国法は物・サーヴィスの仕向国の法の適用の際に考慮されるに過

ぎず， その適用が導かれるわけではない(24)。その意味で， 同原則は，本源国
法を準拠法として指定する準拠法選択規則ではなく， 一定の場合に通常の準拠
法選択の作用を妨げる，抵触法上の例外則としての機能を有していると位置付
けることが出来よう(25)。

（2）本源国法原則

次に，本源国法原則とは， サーヴィス等の提供者が本拠地を置く構成国の規

制のみに従うべきであり， もし当該規制に従っている場合，他の構成国は’ 当
該サーヴィスの提供を原則として制限出来ないというものである(26)。同原則
は，相互承認原則と同視されることもあるが， 次の2点において異なるとされ

る。すなわち， 第一に， 同原則の下では，相互承認原則と異なり， 本源国法が
当該法律関係を規律する(27)。第二に，本源国法により排除される法が必ずし
も物．サーヴィスの仕向地国法ではない(28)ことからも明らかなように、 その
目的は，相互承認原則のように他の構成国の国内市場への参入の容易化にある
のではなく，取引費用の削減といった当事者の便宜や(29) ，域内市場の規整の
容易化といった経済的論理にある(30)。

本源国原則の例として， 電子商取引指令(2000/31/EC)(31)3条が挙げられ
る(32､)o同規定に依れば, サーヴイスフ○ロヴアイダは､設立匡|の規定にのみ従
えば良く，他の構成国は， 公序等の例外を除いて(33)サーヴィスの自由な提供
を制限出来ないということになる(34)｡
それでは，本源国法原則は抵触法規則なのだろうかO先ず，上述の電子商取

引指令について言えば， その1条4項が， 「本指令は， 国際私法についての追
加的な規則を定めるものでもなく，裁判所の管轄に関るものでもない」と明言
していることから、 当該規定が抵触法規則か否かについては争われている(35)。



[横溝大］ レギュレーションと抵触法血7

また，本源国法原則一般については，伝統的な準拠法選択の手法との隔たりか
ら， これに消極的な見解もあるが(36) 、異なる法秩序間の抵触の解決という同
規定が担うその機能からすれば，本源国法原則も抵触法規則と看倣すべきであ
るとする見解もある(37)。この点につき． 近時EU司法裁判所は，電子商取引
指令3条は伝統的な準拠法選択規則に置き換わるものではなく，準拠法は各国
抵触法により決定されねばならないが，準拠法が本源国法の下で適用されるも
のよりもサーヴィスプロヴァイダに厳しい要求を課すことは出来ない。 と判示
している(38)。
上述の電子商取引指令の例からも分かるように, EUの規制は対象分野毎に
なされており‘公法私法という分野で区別されているわけではないoそこで，

必ずしも規制の対象は公法分野に限定されるわけではなく，本源国法原則が抵
触法規則により適用されるべき強行的適用法規の適用を制限することもある。
例えば， 同指令との関係では， インターネットを通じたオランダからの薬物の
販売につき，法廷地法として通常適用される筈のドイツの薬物法等の適用が欧
州裁判所によって否定された事例がある(39)。

（3） まとめ
以上のように，相互承認原則及び本源国法原則は，抵触法規則であるかどう

かという点には争いがあるものの，一定の場合に本源国法の考慮・適用を促す
点で， そこに抵触法的手法と類似の発想を読み取ることが出来る。また， これ
らの原則は↑伝統的な抵触法の作用に一定の影響・制限を与えるものとなって
いる(40)。但し， とりわけ本源国法原則について指摘されるように． その背後
には，事業者の利益のみを考慮するといった一定の規整の態様を推進しようと
いう発想があり‘ この点が伝統的な抵触法の発想と大きく異なっている(4')。

2 抵触法の道具主義的利用

次に，抵触法の道具主義的利用という点については， 国際裁判管轄や準拠法
選択に関する通常の抵触法規則が, EUの政策実現のための手段として道具主
義的に利用されるようになっているという指摘がなされている。
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その典型的な例としては，環境保護が挙げられる。環境に関するEUの規制

には様々なものがあるが(42) ， その中で， 環境汚染に関する民事責任の準拠法
に関する規則は，環境に関する規整の道具として重要であると考えられ， その
ような観点からの規定がRomell規則に導入されている(43)。すなわち， 第7条
である。

Romell規則7条によれば，環境侵害から生じる契約外債務の準拠法は， 原
則として一般不法行為の準拠法に関する4条1項により損害発生地となるが，
被害者が選択する場合には，損害の原因となる事実が発生した地の法（原因事
実発生地） となる。そこでは，一般不法行為について適用される当事者の共通
常居所地や例外条項等についての規定の適用は排除されている。この規定は，
EC条約の環境に関するEC条約174条（現191条）に直接依拠しており （前文
25) ，規整機能を考慮した連結規則であって， その目的は被害者保護にではな
く，環境保護にあると言われている(44)。すなわち， 同規定は，純粋な生態系
に関する損害について適用されるとされており(45)，環境侵害を行う者が，環
境侵害に関する民事責任ルールが存在しないか又は行為者に好意的なルールを
有する国でその活動を行うことで責任を回避・軽減することを困難にし，生態
系を危険に曝す活動を行う事業者が環境に関する民事上の保護が低い地に設立
されている場合にも，近隣国の高いレヴェルの保護に従わせることを狙ってい
るのである(46)。このように， 同規定は実質法的アプローチを採用することで
政策に中立的なサヴイニー型準拠法選択パラダイムから意識的に逸脱したもの
と評価されている(47)。

上述の環境侵害に関する準拠法選択規則と同様に，準拠法選択規則がEUの
政策のための道具となっている他の例として， 消費者保護に関するRomel規
則6条(48)，製造物責任に関するRomell規則5条(49) ,競争制限行為から生じ
る損害の準拠法に関する6条(50)等が挙げられている(51)。
これらの指摘は正鵠を射ているように思われるが(52)， 問題なのは， このよ
うな傾向が，一体EU抵触規則においてどの程度まで及んでいると言い得るの
かという点である(53)。この点については， 一方で, Romel規則やRomell規
則を，構成国国内法としての抵触法のこれまでの進展を踏まえた成果と看倣し，
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伝統的な準拠法選択規則と連続したものとして位置付ける見解もある(54)｡他
方でこれに対し, EUが抵触法について立法権限を有する際の根拠となる欧州
共|司体設立条約65条が， 「域内市場の適切な機能のために必要な限りにおい

て」 と規定していることから，仮令EU規則が構成国の準拠法選択規則を単に
模倣しているとしても, EU規則におけるあらゆる規則がEUの政策の道具と
なっているのだとする見解も見られる(55)。また，域内市場統合のための抵触
法という観点から， 個別分野において抵触法規則が上記目標との関係で果たす

意義と限界とを検討するという研究も登場している点も注目される(56)。
このように，抵触法の道具主義的利用という点を巡っては, EU抵触法規則

のうち一定のものについてはEUの政策のために置かれた点が指摘されている

ものの， その全体についてまで市場経済統合のための道具と看倣すべきか否か
という点については，争いがあるというのが現状である。

3 我が国への示唆

（1 ） はじめに

以上, EUにおける抵触法の変化につき，対象領域の拡大， 及び，抵触法の
道具主義的利用， という観点から議論動向を簡単に紹介した。何れの点につい
ても， その位置付けにつき見解が分かれていたので， この点につき，先ず考察
する。

先ず，対象領域の拡大という点についてであるが， 従来の準拠法選択規則と
の方法的相違から，相互承認原則・本源国法原則といった手法を抵触法規則と
看倣さない見解も見受けられたところである。だが少くとも本源国法原則に
ついては， 同原則が‘私法領域ではないにせよ各国法秩序の抵触を調整する機
能を果たしていること。 また，通常の準拠法選択規則の作用に大きな影響を及
ぼすものであることを考えれば， 同原則を新たな方法の抵触法規則と位置付け
る方が適切であるように思われる。

次に，抵触法の道具主義的利用という点については，幾つかの例外的な規則
を除けば↑基本的にEUにおける抵触法規則は従来のサヴイニー型抵触法体系
の延長上にあり， これまでと大きな変化はないという見解も見られたところで
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ある。しかしながら，現在, EUにおける実質法政策を前提とした抵触法規則
が既に存在している。例えば， 発信国主義を採用する衛星及びケーブルに関す
る指令(1993年）が(57) ,著作権等につきEUの保障する保護レヴェルを充たさ
ないEU域外の第三国からの衛星通信について特則をおいていることが挙げら

れよう(58)。このような規定や， ブリュッセル’規則における構成国内と構成
国外での取扱いの区別という点を考慮すれば, EU抵触法規則が, EU域内と
域外とで今後も差異化を図る可能性は少からずあるように思われる(59)。 また．

EUにおいては，嘗てサーヴィス指令においてサーヴイスー般に対し本源国法
原則が広範に導入されようとしたことがあった(60)。様々な業界団体からの反
対を受け，最終的には導入は見送られたものの，従来の準拠法選択規則に広い

範|姓|で影響を与える原則の導入が，今後また議論される可能性も少<ないよう
に思われる。これらの点からすると，各分野における規整手段の一つとしての

抵触法の道具主義的利用は, EUにおいて今後益々進展して行くのではないか
と考えられる。

そこで，以上の考察を踏まえ． 以下‘ これらのEUの動向の我が国への示唆
について考えてみたい。

先ずもって言えることは、我が国抵触法の解釈論・立法論において, EUの

抵触法規則を参照する際には， 当該規則がEUにおける市場統合との関係で，
特定の政策実現の観点から置かれているかどうかという点に留意する必要があ
るという点である。

次により重要な点として，抵触法（とりわけ準拠法選択規則）の実質法的法政
策からの中立性との関係で，抵触法の道具主義的利用についてどのように考え
るべきか， という点が挙げられる。

現状では．我が国は, EUのように地域経済統合という要請に晒されてはお

らず， この点から抵触法の道具主義的利用を論ずる必要はない。だが，抵触法
の道具主義的利用という問迦は， 実はEUの文脈に限られない(6')。すなわち．
グローバル・ガヴァナンスのための規整手段の一つとして抵触法を道具主義的

に利用するべきか， という点が，現在EUやアメリカを含め世界規模で問題と
されているのである(62)｡そこで以下， グローバル．ガヴァナンスとの関係で
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抵触法の道具主義的利用について若干考察してみたい。

(21 グローバル・ガヴァナンスと抵触法

近時，抵触法を， グローバル．ガヴァナンスや国境を越えた私的な秩序形成

(Privateordering)に利用すべきであるという見解が登場している(63)o
例えばRobertWaiは，抵触法の規整的機能を強調し，抵触法は私的関係の実
効的な規整社会的利益の保護法的多様性といった政策目的を前進させるの
に役立つと主張している(64)。 また, AlexMillsは，抵触法を国際的な秩序形成
のためのシステムと看倣し，抵触法が規制的権威(regulatoryauthority)の適切な
配分を司るべきであると主張する(65)o
これらの議論においては，伝統的抵触法観において重視されて来た抵触法の

技術性．中立性が，規範抵触の根底にある政治的な性質を隠蔽し，却って多国
籍企業等の私的権力を十分に制御することなく強大化させる原因となったとし
て，今や批判されるに至っている(66)。それらの批判の中には，抵触法は自ら
の政治的目標を掲げるべきであるという主張も見られる。 とりわけHoratia

MuirWattは，抵触法は私的な経済的権力の行使や濫用に立ち向かうことによ
り世界的公共財を保護するという政治的試みであるべきだと主張している(67)。
さらに，伝統的抵触法観が前提として来た公法と私法との区別については。

公法私法の区別がその意義を失った現状においては，抵触法は純粋に私的な法
律関係のみを扱うべきではなく，寧ろ私的権力の増大を抑制し国際公益を促進
するという観点から，外国競争法や金融規制等といった外国公法の適用可能性
をも積極的に考慮すべきだと主張されている(68)。
このような， グローバル．ガヴァナンスの一翼を担う抵触法という観点から

の主張に対し、 どのように考えるべきなのだろうか。

所謂サヴィニー型抵触法体系に見られる抵触法の中立性も,一定の社会構造
を前提としており， 中立性を維持することが当該社会構造の保護．強化に繋が
るという意味では， そこに一定の政治的含意が含まれているということは認め
なければならないように思われる(691。すなわち，従来の抵触法も，意識せず
とも一定の政治的,引標を実現する機能を果たして来たということである。そこ
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で， グローバル化の下抵触法が対象とする世界の社会構造が大きく変動してい

る現在， グローバル・ガヴァナンスにおいて新たな世界の社会構造に見合った

一定の目標を実現するために抵触法が一定の役割を担うべきであるという主張

は， それ自体は首肯出来るもののように思われる。問題は， どのような目標を
実現すべきなのかという， 目標の設定にあるのではないだろうか(7())o
この点につき， 人権・労働者の権利・環境保護といった特定の利益．権

利(71)や社会正義(72)等，普遍性があるように響く一定の実体的価値が抵触法の
目指すべき目標として挙げられることもしばしばある。確かに，世界で共有さ

れている普遍的な価値が存在すると言えるのであれば， それらの実現を抵触法
の目標とすべきであるとも思われる。だが，実際にはこれらの実体的価値の内

実は多様であり(73) ，容易に共通の理念を築くことは出来ないのではないだろ
うか。このような状況では， 自らが重要と考える実体的価値の実現を抵触法の

目標として設定すべ〈 ，立法を巡って様々な価値観と力がぶつかり合い．抵触
法が政治化する倶れがある(74)oそこで， そのような実体的価値を目標として
前面に掲げるのではなく， 国際社会におけるアクターとして各国が追求する政
策やそれを具体化する法規（強行的適用法規） をも調整の対象として取り込み
つつ， 規制的権威の適切な調整(75)や各法秩序の権威の保障(76)， さらには他の
法秩序の尊重又は各法秩序の多元性の尊重(77)といった， 実体的価値からは一
定の距離を置いた目標の実現を目指す方が，抵触法にとっては適切なのではな

いだろうか(78)。このように考えれば， グローバル．ガヴアナンスにおいて，
異なる法秩序間の調整方法としての抵触法の技術性が再評価される余地もある
ように思われる(79)。

その際には，従来抵触法の主たる対象であった私法的法律関係を規律する法
規間の調整を超えて，公法的規制を含めた調整も抵触法の視野に入れるべきで

あろう(80)。但し， そこではさらに， 各国は，公法的規制の抵触につき，一方
的に’ 自国の抵触法により調整をすべきなのか(81) ， それとも他の法秩序との
二国間・多国間合意によりその調整をすべきなのかという制度分担の問題が生
じる。これらの点については，対象となる規整分野に関し，各国の規整目標が
どの程度共有され，他国の規制についてどの程度信頼出来るかといった点によ
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と記す。
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（日本評論社．2010年) 175頁以下［中西康執筆]。

(14) Michaels,'"'zZnote(11),p' 1626.
(15) これらの判例については，北澤安紀「EU国際私法における承認論」法学研究88
巻1号(2015年) 147頁, 153頁以下参照。

(16) Michaels,j"'1zzno[e(11),p・ 1626.
(17) 相互承認原則については， 中西康「EU法における『相互承認原則」についての
考察一国際私法方法論の観点から－」法学論叢162巻1－6号(2008年) 218頁，
北澤「前掲論文」 （注15) も参照。

(18) Matl'iasAudit, "R6gulationdumarch6interieuretlibrecirculatiOndeSloiS",ん"r"""Z加が
z""'"4z""""/n｡4/2006,P.1333,1341.

(19) Communication丘omtheCommissionconcemingtheconsequencesofthejudgmen[given
bytheCourtofJusticeon20Februaryl979incasel20/78(:CassisdeDijon').OJ1980,C
2ﾗ6/2．

”相互承認原則のその後の発展については， 以下を参照。Regulation(EC)No
764/2008oftheEuroPeanParliamentandof[heCouncilof91uly2008 1ayingdownproce-
duresrelatingtotheapplicationofcertainnationaltechnicalrulestoproduc[s lawfi,llymarket-
edinanotherMemberStateandrepealingDecisionNo3052/93/EC,OJ2008L218.また，
EurOPeanCommisSion, <@MutualRecOgnition","""吻雌〃http://ec.europa.eu/grow[h/single-
marke[/gOodS/free-movement-sectOrs/mutual-recognition/index_en・htm(最終確認日2015
年12月31日)．

(2D CouncilResolutionof7Mayl985onanewapproach[otechnicJharmonizationandstan-
dards (85/Cl36/01),O]1985,Cl36,P2.
⑳Audit,$"""no[e (18),p・ 1344．その具体例につき， マーク・フアロン（長田真里
訳) ｢EU法と国際私法との相互作用の枠組み(1)」阪大法学56巻4号(2006年）
169頁参照。

⑬Audit1J""znote(18),p. 1343.
“〃域,P. 1349.
23必“；中西「前掲論文」 （注17) 229頁。

"Audit,j"'zznote(18),p.1352．本源国法原則については，長田真里「EU法におけ
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る「本源国法原則』 とその国際私法上の意義」阪大法学55巻3 ． 4号(2005年）
871頁参照。

27) Audit,J"'tznote(18),p. 1354.
鯛排除される法は， 準拠法選択規則により指定される当該契約を規律する法であ

る。Audit,J""note(18),p.1354.
四〃'",p. 13ﾗﾗ．
60必秘,P. 1360.
(31) Directive2000/31/ECof[heEuroPeanParliamen[andoftheCouncilof81une2000on
certainlegalaspectsofinfbrma[ionsocietyservices, inpar[icularelec[roniccommerce, inthe
In[ernalMarket.

田「(1)各構成国は‘ その領域内に本拠地をおくサーヴィスフ°ロバイダによって提
供される情報社会サーヴィスが，協調分野に属する， 構成国において適用され得

る国内規定を遵守することを確保するものとする。

(2)構成国は、 他の構成国からの情報社会サーヴィスの自由な提供を， それが協調
分野に属するという理由で‘ 制限してはならない｡」 （訳は、立命館法学2001年4

号（278号) 1222頁（米丸恒治）に依った)。
63同指令13条4項。
“他の例として,所謂オーディオ・ヴイシュアル・メディア・サーヴィス指令(Di-

rective2010/13/EUof[heEuropeanParliamen[andoftheCounciloflOMarch2010onthe
coordinationofcertainprovisions laiddownbylaw, regulationoradministrativeactionin
MemberStatesconcerningtheprovisionofaudiovisualmediaservices (AudiovisualMediaSer-
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"RalfMichaels, "EULawasPrivatelnternationalLaw?ReconceptualisingtheCountry-ofOr-
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P. 193.
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BorderPrivacylnjunctions:TheEUDimension",L"z"Q""""R""z",Vbl,128 (2012),
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p. 1623.
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jol'''Ahem/WilliamBinchy(eds.), 7",ﾉWO7772"R埴"〃Z抑〃′〃坊2Z,""ﾉ別〃"“〃ん”M，"-""‐
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pp. 131-137~その他, Camus,$"池no[e(10),PP. 139 142も参照。
⑬Callies,j","note(47),pp. lﾗﾗ-159[Calliesss].
#9） 同規定は「現代の高度技術社会に内在するリスクを公正に分散し‘ 消費者の健
康を保護し， イノヴェーションを刺激し，歪みのない競争を確保し貿易を容易に
する」ことを目的としている （前文20)。CfCalliess, '"'"note (47) ,pp. 538-539
「Schmid/Pinkell.

旧(） 同規定は4条1項を明確化したものとされるが（前文21)、 この点は疑問視され
ており， その目的は，競業者消費者， 公衆の保護を保障し， もって市場経済の

機能を促進することにあるとされる （前文21)｡Calliess, jz(Pmnote(47) ,pp.370571
[AugenhofEr]. 同規定が， 個人や集団の利益の単なる保護を超えて， 市場の規整自
体を目標としている点を指摘するのは, Joubert,,""znote(47),p.69. 6条を巡る議
論については，横溝大「私訴による競争法の執行一欧州での議論動向と我が国へ
の示唆一」日本経済法学会年報34号(2()13年) 56頁参照。

(51) Micl'aels,'"'"note(11),p.1624.
圃サヴィニー型アプローチを採用するRomell規則が実質的法政策にも依拠してい

ることを指摘する者として, johanMeeusen, "Romell:ATfuel)ieceofCommunity
Law'',il'Ahern/Binch>""'"note(43),p.9,la

63） ヨーロッパ抵触法学が伝統的に道具主義的発想に強く反対して来た点を指摘す

るのは、 IaccoBomhoWAnneMeuwese, "TheMeta-regulationofTra,1s,,a[ionalPrivateRegu-
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